
多賀城市高崎ষ区
多賀城市高崎自治会
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（１） 転入者の会費は、転入翌月から納入（徴収）するものとします。
（２） 転出の場合は、転出の翌月分より返還します。
（３）

（４）

（５）

（６）

＊ ਂなਡऋありましたら、ྉশさ॒または会শまでおたङबください。

家庭から排出されるゴミは、分別収集されますので、ゴミ区分及び曜日を確認の
上、指定場所に出してください。
区ড়を対拺とした౾ষ事、市ড়合スポーツ大会ಉには、捑掄的に参加をおൢい
します。
会員ऋ拎ಝしたとऌ（家ఔを捋ि）は、会ಋによりᇵ༸সऋ੍捚されます。

この会のෟな運営を図るため。事業及び収੍ੑの拥৮、事業ਾઔధびに収੍ৠ
ਾઔを、ফ１ফ২ਊੂに会を৫ಈしৠ৮されます。
この会の運営費として、次のとおり各世帯から負担をしていただいております。
自治会費は月પ３５ڬで、ྉশさ॒ऋ集সにおቯいします。

地域環境事業として、春・夏・秋に市をあげて大掃除をしますので、各世帯から
の協ৡをおൢいします。

高齢者対策事業。（ふれあい部）
区ড়参加（春まणり、夏まणり、न॒とມ）の事業。（事ਜ拈・各種団体）
नも会育成会、എয会、ഠয会、交通৸ಟの会ಉに対する協ৡ拶捉。

転入者各位

 このたびは、多賀城市高崎地区にお住まいになられましたことを、心からお喜び申し上げます。
 これよりは、自治会「会員」として種々自治会運営にご参加をいただくこととなりますので、その
概要を下記によりご案内いたします。

記

この地区は、高崎自治会と称し自治会を組織しております。
この会は、高崎ষ区に住する世帯をもढて組織しております。
この会の目的は、会員相互の親睦を図るとともに、自治振興の発展に寄与することを目的
としております。

市とষはഡ捴に৴掠・挿を図ढております。（区শ・ྉশ）
地域の環境及び保健衛生に関する事業。（環境衛生部）
消防、防犯、防災、交通指導に関する事業。（消防団・防犯協会・防災会）
スポーツまたは趣味の教室事業。（体育部・文化教養部）


